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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、帯広市が一般競争入札又は指名競争入札により建設工事等（帯広市

工事執行規則（昭和52年規則第28号。以下「工事執行規則」という。）第２条第１項の

建設工事等をいう。）の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の10第１項（令第167条の13によ

り準用する場合を含む。）の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を調査（以下「低入札価格調査」と

いう。）のうえ落札者としないときの取扱い及び令第167条の10第２項（令167条の13に

より準用する場合を含む。）の規定により最低制限価格を設けるときの取扱いを定める

ことを目的とする。 

（対象とする工事及び委託業務） 



第２条 この要綱において、低入札価格調査及び最低制限価格の対象とするものは、工事

執行規則第２条第１項の規定による工事（以下「工事」という。）並びに設計及び測量

業務（以下「委託業務」という。）のうち、次の各号に定めるものとする。 

⑴ 低入札価格調査 地方自治法第234条第３項の規定による予定価格の制限の範囲内

で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする競争入札（以下「最低価

格落札方式」という。）のうち、設計金額が１億５千万円以上の工事及び委託業務並

びに帯広市建設工事総合評価方式試行要綱（平成22年２月１日制定）第２条の規定に

よる総合評価方式により入札を行う工事 

⑵ 最低制限価格 最低価格落札方式による入札のうち、設計金額が200万円を超えて

１億５千万円未満の工事及び設計金額が100万円を超えて１億５千万円未満の委託業

務 

第２章 低入札価格調査 

（工事及び委託業務の調査基準価格の算定方法等） 

第３条 工事の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価格」とい

う。）は、次の各号に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、

その額が予定価格の10分の９．２を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗

じて得た額とし、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10

分の7.5を乗じて得た額とする。 

⑴ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 

⑵ 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額 

⑶ 現場管理費の額に20分の９を乗じて得た額 

⑷ 一般管理費の額に20分の6.8を乗じて得た額 

２ 委託業務の調査基準価格は、次の各号に掲げる額（一の契約中、二以上の委託業務が

含まれる場合は、委託業務の種類ごとに各々で算出した額の合計額）に100分の110を乗

じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の９を超える場合にあっては、予

定価格に10分の９を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の７に満たない場合にあっ

ては、予定価格に10分の７を乗じて得た額とする。 

⑴ 土木設計にあっては、北海道建設部設計業務委託積算基準及び同積算基準に準じた

基準によるものについては、次のアによるものとし、それ以外の基準によるものにつ

いては、次のイによるものとする。 



ア 直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の９を乗じて得た額及び

一般管理費等の額に10分の５を乗じて得た額の合計額 

イ 直接人件費の額、直接経費の額、技術経費の額に10分の６を乗じて得た額及び諸

経費の額に10分の６を乗じて得た額の合計額 

⑵ 建築設計にあっては、直接人件費の額、特別経費の額、技術料等経費の額に10分の

６を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の６を乗じて得た額の合計額 

⑶ 測量にあっては、直接測量費の額、測量調査費の額及び諸経費の額に10分の５を乗

じて得た額の合計額 

⑷ 地質調査にあっては、直接調査費の額、間接調査費の額に10分の９を乗じて得た額、

解析等調査業務費の額に10分の８を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の５を乗じて

得た額の合計額 

３ 前２項の調査基準価格の端数処理については、設計図書で算出する工事価格等（以下

「工事価格等」という。）の端数処理に準じて処理するものとする。 

４ 前３項により調査基準価格を算出するため、調査基準価格（失格判断基準）算定調書

（様式第１号（最低価格落札方式・工事）、様式第２号（最低価格落札方式・委託業務）

又は様式第３号（総合評価方式））を作成するものとする。 

５ 所管の長は、調査基準価格を定めたときは、予定価格決定書（様式第５号又は様式第

６号）に記載するものとする。 

６ 前項の調査基準価格は、入札終了まで公表しないものとする。 

（入札の執行） 

第４条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合（第５条の２の規定によ

り失格となった場合を除く。）、入札執行者は、入札者に対して「保留」と宣言し、令

第167条の10第１項（令第167条の13により準用する場合を含む。）の規定により落札者

は後日決定する旨を告げて入札を終了する。 

（調査の実施） 

第５条 入札執行者は、前条の規定により落札者の決定を保留して入札を終了したときは、

調査基準価格を下回る価格で入札を行った者（以下「最低価格入札者」という。）によ

り契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かを調査するた

め、第６条に規定する帯広市低入札価格調査委員会に依頼（様式第７号）するものとす

る。 



（失格判断基準の適用） 

第５条の２ 前条の規定にかかわらず、最低価格入札者が工事の入札時に提出した工事費

内訳書記載の各費目の合計に100分の110を乗じて得た額が、別表に掲げる失格判断基準

を下回る場合は、調査を実施することなく、当該入札を失格とする。 

２ 前項により失格判断基準を算定するため、調査基準価格（失格判断基準）算定調書

（様式第１号（最低価格落札方式・工事）又は様式第４号（総合評価方式））を作成す

るものとする。 

３ 所管の長は、失格判断基準を定めたときは、予定価格決定書（様式第３号又は様式第

６号）に記載するものとする。 

（低入札価格調査委員会） 

第６条 前条に規定する最低価格入札者の履行にかかる調査を行うため、帯広市低入札価

格調査委員会（以下「調査委員会」という。）を置く。 

２ 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は、総務部長をもって充てる。 

４ 委員は、都市環境部長、総務部総務室長、契約管財課長、土木課長、住宅営繕課長及

びみどりの課長をもって充てる。 

５ 前項に定めるもののほか、市長が必要があると認めたときは臨時の委員を置くことが

できる。 

６ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。ただし、委員長に事故あるときは、委員

長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

７ 前各項に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

（調査結果の報告） 

第７条 調査委員会は、前条第１項の調査が終了したときは、その結果を入札執行者に報

告（様式第８号（工事）、様式第９号（委託業務））しなければならない。 

（落札者の決定） 

第８条 入札執行者は、調査委員会から前条の規定による調査結果の報告を受けた場合に

おいて、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めら

れると報告を受けたときは、当該最低価格入札者を落札者として決定し、その旨を通知

（様式第10号）するとともに、その他の入札者に対しては最低価格入札者が落札者とな

った旨の通知（様式第11号）をするものとする。 



２ 入札執行者は、調査委員会から前条の規定による調査結果の報告において、最低価格

入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると報告

を受けたときは、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で入札を行

った他の者のうち、最低の価格で入札を行った者（以下「次順位者」という。）を落札

者として決定するものとする。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であっ

た場合は、当該次順位者について、第５条から前条までの規定の例による手続きを行い、

落札者を決定するまで又は次順位者が存在しなくなるまで行うものとする。 

３ 入札執行者は、前項の規定により落札者を決定したときは、最低価格入札者に対して

は落札者としない旨の通知（様式第12号）を、次順位者に対しては落札者となった旨の

通知（様式第10号）をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者とな

った旨の通知（様式第11号）をするものとする。 

４ 第２項ただし書の規定により次順位者以降を落札者としたときの通知方法は、前項の

例による。 

（再度入札） 

第９条 入札執行者は、最低価格入札者を落札者としなかった場合で、次順位者が存在し

ないとき又は前条第２項ただし書の手続きを行った結果、次順位者が存在しなくなった

ときは、再度入札をすることができるものとする。この場合において、低入札価格調査

の対象者となった者を再度入札に参加させないものとする。 

（決定後の措置） 

第10条 調査対象工事の施工又は委託業務の履行を担当する課等の長は、第８条第１項又

第２項の規定により落札者が決定された場合は、監督体制の強化、厳格な検査の実施、

その他契約の内容に適合した履行がされるために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 調査委員会は、第８条第１項又は第２項の規定により落札者が決定された場合で、必

要があると認めたときは、調査対象工事の施工又は委託業務の履行を担当する課等の長

に対し、当該工事の施工状況又は委託業務の履行状況、検査結果等についての報告を求

めることができるものとする。 

３ 調査対象工事の施工又は委託業務の履行を担当する課等の長は、前項の報告を求めら

れたときは、速やかにその結果を調査委員会に報告しなければならない。 

第３章 最低制限価格 

（工事及び委託業務の最低制限価格の算定方法等） 



第11条 工事及び委託業務の最低制限価格は、第３条の規定を準用する。この場合におい

て、「調査基準価格」を「最低制限価格」と、第３条第４項に基づく「調査基準価格

（失格判断基準）算定調書（様式第１号（最低価格落札方式・工事）、様式第２号（最

低価格落札方式・委託業務）又は様式第３号（総合評価方式））」を「最低制限価格算

定調書（様式第13号（工事）、様式第14号（委託業務））」と、同条第５項に基づく

「予定価格決定書（様式第５号又は様式第６号）」を「予定価格決定書（様式第15号）」

と、それぞれ読み替えて適用するものとする。 

（入札の執行） 

第12条 入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合、入札執行者は、当該入

札をした者を落札者としないものとする。この場合において、入札執行者は、入札者に

対して令第167条の10第２項（令第167条の13により準用する場合を含む。）の規定によ

り、当該入札をした者を落札者としない旨を告げるものとする。 

２ 入札執行者は、前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の

価格をもって入札をした者が存在するときは、この者のうち最低の価格をもって入札し

た者を落札者とする。 

（再度入札） 

第13条 入札執行者は、前条第１項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限

価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは、再度入札をすることができる

ものとする。この場合において、最低制限価格を下回る入札をした者を再度入札に参加

させないものとする。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成20年５月15日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条第１項第１号の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に一般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）

を行う契約について適用し、施行日前に告示等を行った契約については、なお従前の例

による。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成21年８月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条第１項の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）以

後に一般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）を行う契

約について適用し、施行日前に告示等を行った契約については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成22年３月29日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）以後に一

般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）を行う契約につ

いて適用し、施行日前に告示等を行った契約については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条の２の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に一般競争入札の告示を行う契約について適用し、施行日前に告示等を行った契約につ

いては、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成25年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）以後に一

般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）を行う入札につ

いて適用し、施行日前に告示等を行った入札については、なお従前の例による。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成28年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、平成28年６月１日以後に一般競争入札の告示又は指名競争

入札の通知（以下「告示等」という。）を行う入札について適用し、同日前に告示等を

行った入札については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成29年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条及び別表（第５条の２関係）の規定は、平成29年６月１日以後に一

般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）を行う入札につい

て適用し、同日前に告示等を行った入札については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成30年６月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条及び別表（第５条の２関係）の規定は、平成30年６月１日以後に一般

競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）を行う入札につい

て適用し、同日前に告示等を行った入札については、なお従前の例による。 

附 則（平成31年４月26日） 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月20日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の帯広市低入札価格調査及び最低制限価格実施要綱の規定は、令和元年７月１

日以後に一般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）を行

う入札について適用し、同日前に告示等を行った入札については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年10月１日） 



この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月６日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月22日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月８日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の帯広市低入札価格調査及び最低制限価格実施要綱の規定は、令和４年５月１

日以後に一般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）を行

う入札について適用し、同日前に告示等を行った入札については、なお従前の例による。 

附 則（令和６年10月15日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の帯広市低入札価格調査及び最低制限価格実施要綱の規定は、令和６年11月１

日以後に一般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」という。）を行

う入札について適用し、同日前に告示等を行った入札については、なお従前の例による。 

附 則（令和８年３月18日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の帯広市低入札価格調査及び最低制限価格実施要綱第２条の規定は、令和

８年４月１日以後に一般競争入札の告示又は指名競争入札の通知（以下「告示等」とい

う。）を行う入札について適用し、同日前に告示等を行った入札については、なお従前

の例による。 

 

 

 



  

別表（第５条の２関係） 

失格判断基準は、最低価格落札方式または総合評価方式による入札の区分に応じて、

以下のとおり算定する。 

（１） 最低価格落札方式による工事入札 

失格判断基準は、次のアからエに定める額の合計に100分の110を乗じて得た額とする。

ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の９

9.2を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価

格に10分の7.5を乗じて得た額とする。なお、端数処理については、調査基準価格の端

数処理に準ずるものとする。 

①一般工事 ※１ 

 費目 基準 

ア 直接工事費 設計金額における直接工事費の97％ 

イ 共通仮設費 設計金額における共通仮設費の90％ 

ウ 現場管理費 設計金額における現場管理費の90％ 

エ 一般管理費 設計金額における一般管理費の68％ 

②プラント工事 ※２ 

 費目 基準 

ア 直接工事費 設計金額における直接工事費の75％ 

イ 共通仮設費 設計金額における共通仮設費の70％ 

ウ 現場管理費 設計金額における現場管理費の70％ 

エ 一般管理費 設計金額における一般管理費の30％ 

※１ 「一般工事」とはプラント工事以外の工事をいう。 

※２ 「プラント工事」とは、直接工事費に占める工場製作工（土木工事の場合）又は

外注工事（建築工事の場合）の割合が70％を超える工事をいう。 

（２） 総合評価方式による入札 

失格判断基準は、次のアからエに定める額の合計に100分の110を乗じて得た額とする。

ただし、その額が予定価格の100分の87を超える場合にあっては、予定価格に100分の８



87を乗じて得た額とする。なお、端数処理については、調査基準価格の端数処理に準ず

るものとする。 

 費目 基準 

ア 直接工事費 設計金額における直接工事費の97％ 

イ 共通仮設費 設計金額における共通仮設費の90％ 

ウ 現場管理費 設計金額における現場管理費の90％ 

エ 一般管理費 設計金額における一般管理費の30％ 

 


